
資料 2 
第７回日野市と原告団との協議 

令和５年６月２６日 

 

〇 検討会のステップ（案）  

 

 

ステップ１ 

 検討会で課題解決につながる方策を洗い出し 

 

ステップ２ 

 洗い出されたすべての方策について、概略での検証 

（一次選定）⇒ ２～３案に絞る 

  ※評価の視点、基準も検討会で議論 

 

ステップ３ 

 第一選定された方策（２～３案）について詳細な検証 

（２次選定）⇒ 解決案決定 

  ※コンサルタントによる詳細な検討 

 

ステップ４ 

 住民の合意形成のあり方検討 

  ※検討会で決定した解決案について、市民に諮り最終案をまとめる 

  ※パブリックコメントのほか必要に応じて市民向けの説明会を開催 

 

ステップ５ 

  合意形成の取り組み 

  ※パブリックコメントのほか必要に応じて市民向けの説明会を開催 

 

ステップ６ 

市で解決策を決定 

 

ステップ７ 

 解決策に基づき、市において必要な手続きを開始 

必要に応じて予算措置、事務事業を実施 


